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所 掌 事 務 

4 野生生物関係 

(1) 絶滅のおそれのある野生動植物の保護 

(2) 国指定鳥獣保護区の管理及び野生鳥獣の保護と適正な狩猟の推進 

(3) 外来生物対策 

〔高松自然保護官事務所〕 

1 笹ヶ峰自然環境保全地域に関すること 

2 瀬戸内海国立公園に関すること（徳島県及び香川県の区域に係るも

のに限る） 

3 国指定剣山山系鳥獣保護区及び国指定石鎚山系鳥獣保護区に関する

こと 

管 轄 区 域 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

〔高松自然保護官事務所〕 

  瀬戸内海国立公園（徳島県及び香川県の区域に係るものに限る）、笹

ヶ峰自然環境保全地域、国指定剣山山系鳥獣保護区、国指定石鎚山系鳥

獣保護区 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

中国四国地方環境事務所総務課 

TEL（086）223－1577 

（注）四国事務所及び下部機関に関する情報の開示請求等は、上記窓口で 

受付けています。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

内容：環境行政全般 

所員全員が対応 

TEL（087）811－7240 

 

 

 

 




